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（ 要 旨 ） 
 高齢者の医療制度について、下記の内容で、国に対して意見書を提出してください。 
１ 後期高齢者医療制度は凍結し、国庫負担の引き上げなどによる保険料の抜本的軽減、

保険証を取り上げないことなど、制度を全面的に見直すこと。 
２ ７０～７４歳の医療費窓口負担の２割への引き上げを止めること。 
３ ６５歳以上の高齢者の保険料の年金からの天引きを止めること。 
（ 理 由 ） 
 政府は２００８年４月から、７５歳以上を対象に新たな「後期高齢者医療制度」を実施

しようとしています。同制度は、①７５歳以上のすべての高齢者から保険料を徴収する、

②月額1万５０００円以上の年金受給者は年金から保険料を天引きする、③保険料滞納者

は保険証を取り上げ、窓口で医療費全額を負担させる、④７５歳以上を対象にした別建て

の診療報酬を設定し、高齢者に差別医療を強いる、ものです。東京都広域連合の試算では、

保険料（年額）の１人当たり平均は１５万５０００円～９万６０００円とされており、高

齢者はさらにきびしい生活を余儀なくされます。 
 また、７０～７４歳の医療費の窓口負担を１割から２割に引き上げること、６５～７４

歳の国保料も年金から天引きすることも予定されています。 
 これらについて、政府は、制度の枠組みを変えずに、負担増の部分的な凍結を検討して

いることが報道されています。高齢者の生活を守り医療の充実をはかるためには、これに

とどまらず、制度そのものの見直しが必要です。そのために、新宿区議会として国に対す

る意見書を提出していただくことを要望します。 
 
 


